会員のカテゴリー（種別）について
２０１０～２０１１年度
３３５－A地区

会則委員長　田中　充
１・会員の種別
国際会則・付則第１１条７項、並びにクラブ会則・付則第１条１項により次の通り分類される。ライオンズクラブの各会員は、クラブ理事会の承認に基づいて下記の通り分類される。
１．正会員　　２．不在会員　　３．名誉会員　　４．優待会員　　

５．終身会員（1994・継続→通算）６．準会員（1996・国際大会）

７・賛助会員（1997・国際大会）
（注）家族会員と云う会員種は存在しません。
２・会員の義務と権利

国際会則・付則第１１条第７項、及びクラブ会則・付則第１条１項により、それぞれの会員に、義務と権利・特権を与えられる。（義務・権利についての項目別詳細は、クラブ会則・付則の最終ページ＜会員の種類と義務、権利及び特権＞参照）
３・会員の資格

クラブ会則第３条１項：善良な徳性の持ち主で、地域社会において声望のある成人は、付則第１条（会員）の規定に従い本クラブ会員になる資格がある。

４・招請による入会

クラブ会則第３条２項：本クラブの会員の獲得は招請による。招請指名は本クラブのグッド・スタンディング会員が推薦者（スポンサー）となり署名し、会員委員長または幹事に提出。＜会員の募集＞文言は禁止。
５・クラブ会員籍の重複
国際会則・付則第１１条第８項及びクラブ会則・付則第１条２項：名誉会員・準会員を除いていかなる会員も同時に本クラブおよび他のライオンズクラブの会員になることはできない。
　　第８６回国際大会決議事項で「又名誉会員・賛助会員を除いていかなる会員も同時にライオンズクラブと同じような性格を持つ他の奉仕団体の会員になる事は出来ない」の文章が削除された。
但しロータリーアンの招請は、ロータリー章典の承認が必要。
６・二重会員籍　
　　名誉会員、準会員を除いていかなる会員も同時に本クラブおよび他のライオンズクラブの会員なることは出来ない。
７・クラブ会員規模
　　クラブ会則第３条第５項：ライオンズクラブは、チャーターを受け取るために必要な最低人数である２０名を維持するよう努力しなければならない。
つまりチャーター（クラブ）を維持するための最低会員数である。

８・在籍会員数の制限
　　名誉会員は実質的な会員数の５％までとし、その端数はにつき更に１名とする。

賛助会員は実質的な会員数の２５％までとする。

９・終身会員の分類

終身会員で正会員と同様の義務・権利を果たしている終身会員と、果たしていない終身会員分類は＜終身会員＞の項参照。

１０・家族会員プログラム活用の会員
家族会員プログラム制度を活用した会員は、正会員であり正会員と同等の会員種として取り扱う。プログラム活用できる会員種は、正会員・終身会員（賛助会員が活用する場合その会員は正会員となる）家族会員種はありません。

詳しくは家族会員プログラム参照。
家族会員会費プログラム：第９０回２００７年７月国際大会承認。
１１・各会員カテゴリーの「義務」と「権利」に関しては、国際会則・付則の末尾表参照。
　　会員の種類の補助解説あり。

１２・会員カテゴリー種類の分類と解説
１．正会員
　　ライオンズクラブの会員であることから生ずる総ての権利と特権を持ち、また総ての義務を負う会員。（義務の履行し権利が発生する）
　　家族会員プログラムの基準に定められた有資格者の家族員は、正会員としての義
務と権利を有すると同時に、正会員として取り扱う事。現在賛助会員で家族会員
プログラムを活用した会員は正会員となり本クラブにおいては、総ての事項を正

会員扱いとする事。
２．不在会員
　　本クラブ所在地から転出したクラブ会員、または健康その他の正当な理由によって規則正しくクラブの会合に出席する事が不可能な会員で、本クラブにとどまることを希望し、これを本クラブ理事会が認めた者。

　　不在会員の資格は、６ケ月ごとに本クラブ理事会で再検討し承認する事。　
３．名誉会員
　　本クラブ会員以外の者で、本クラブの所在する地域社会または本クラブのために著しい貢献をし、本クラブが名誉会員の称号を与える事を希望した者。本クラブは名誉会員の国際協会入会金、地区・複合・国際会費を支払う。会合に出席出来るが、正会員が持つ権利は持たない。

　　①　他のライオンズクラブの会員である者、他の奉仕団体の会員である者も差し支えない。　
②　Ａクラブの正会員でＢクラブの名誉会員である場合、両方のクラブに地区・複合・国際会費が課せられる。
４．優待会員
　　１５年以上クラブに在籍した会員であり、病気・虚弱・老齢その他本クラブ理事会の認める正当な理由により正会員である事を放棄した者。本クラブ理事会の承認が必要。

　　本クラブが課す会費を納入しなければならない。
　　この規定の適用については、種々論議を呼ぶ事があるので細部において決めておくことが必要と思われる。（クラブ内規参考例は役員必携参照の上設定）

５．終身会員

　　２０年以上正会員であり、本クラブ、その他地域もしくは国際協会に対し会員としてその功績の著しい者。病気が重篤である者。１５年以上正会員で少なくとも７０歳に達している者。
　　本人からの申し出により、理事会において審議承認後例会承認を要する。
　　義務：１・定時例会出席免除。　　２・クラブ活動は可能な時参加。　　３・クラブが課す会費の納入。　４・地域社会によい印象を与える言動遂行。

　　　　　　　終身会員の内、正会員の総ての義務を遂行している終身会員は正会員の持つ総ての権利を持つ。

　　権利：１・総ての役職になれない。　２・投票権なし、代議員になれない。

　　　　　　　終身会員の内、正会員の総ての義務を遂行している終身会員は正会員の持つ総ての権利を持つ。
　　終身会員に対する正しい認識

　　「終身会員は名誉ある会員でクラブに属している」1988,国際本部回答

　　クラブにおいて尊敬される会員であると同時に尊敬される言動が求められるべきである。永年にわたり会員として義務を遂行し、クラブや地域社会に貢献された事に感謝とその功績を称える為にクラブが推薦した名誉ある称号の持ち主である。従って終身会員に対しての優遇処置等はクラブサイドで考慮すべきであるが、あくまで正会員としての義務は遂行して行くのが当然の原則である。
　　終身会員は正会員として義務を遂行している限り正会員の持つ総ての権利・特権を持つ。

　　終身会員が転籍した場合自動的に転籍先クラブの終身会員となる。

　　クラブは終身会員に対して適当な額の会費を課すことができる。

　　
３３５－Ａ地区会則統一見解（１９９７・２）

　　（１）「適当な額の会費を課すことができる」について、終身会員は名誉ある称号であって何ら正会員と変わらない権利と義務を持つので会費に関して正会員と同様に取り扱う。

　　（２）終身会員の例会出席義務について、国際本部の回答（１９９０年１２月）は「その会員は終身会員のまま不在会員もしくは優待会員となる権利と義務を持つ。いずれにすべきかクラブが決定する」１９９３年２月国際本部回答「終身会員はそれぞれの事情あるいは資格により、正会員・不在会員・優待会員に分類される」

　　（３）３３５複合地区会則委員会は見解と定める。

　　　　　「終身会員で健康上あるいはその他の理由で正会員としての義務遂行できない場合は、理事会の承認のもとにクラブ内規として終身会員のまま優待会員扱いとしてそれぞれ内規を適用する」正会員と同等の義務を遂行できない終身会員は、終身優待会員として内規を設定する。過去のＡ・Ｂ分類は無い。
　　　　　国際会費全納金負担について：国際本部回答「国際協会の会員はクラブである。従ってクラブが国際協会の会員として支払うもので本人が支払うという意味ではない。終身会員は名誉ある会員であってクラブに所属する。この全納金は本人またはクラブか、それはクラブが決める問題である」
　　　　　退会した終身会員が再入会した場合１年以内であれば同時に終身会員の資格も復活する。

　　　要点

1 正会員と同じ義務を遂行している限り、正会員の持つ総ての権利を持つ。
2 正会員と変わらない義務と権利を持つので、会費に関しては同等の取り扱いをする。

3 健康上あるいはその他の理由で正会員としての義務を遂行出来ない場合は、その資格と理由に基づき理事会承認の上終身会員のまま終身優待会員に転ずるべきである。
4 他のクラブに転籍した場合は、自動的にそのクラブの終身会員となる。
5 出席率の算定は、分母から終身優待会員を差し引く。

6 役員必携にクラブ内規参考例あり。

7 クラブ内規設定時に、クラブ独自の「年齢延長」は会則重視で変更不可能です。

６・準会員

　　元のクラブの主な会員籍を置きながら、他のクラブあるいはある地域お住居、または職業を持っている会員。この種の会員籍はそのクラブの理事会の招請によって与えられ、理事会によって毎年再検討される。そのクラブは月報で準会員を報告してはならない。

　　３３５－Ａ地区統一見解（１９９７・７）は、元のクラブと新しい所属クラブの間で次の事項を協議し決定しておく事が望ましい。
1 準会員の新しいクラブでの例会出席について、元のクラブへの月々の報告。

2 原則として徴収しないが、必要な場合の新クラブの入会金。

3 新クラブへ納入する事項についての年額運営費、アクティビティ資金等。

　　　　Ａクラブの正会員が、Ｂクラブの準会員になる取り扱い。

　　　　手続の開始は、会員の申し出により、理事会の承認後Ｂクラブに連絡。

　　　　Ｂクラブは理事会に諮り承認を得る。会員数に関しては、Ａクラブは正会員として算定し、Ｂクラブは算定しない。

　　　　クラブ内要件に関しては、Ａ・Ｂ両クラブに投票権があるが、代議員にはＡクラブに資格がある。またクラブの役職に付く権利はＡクラブに就任できるがＢクラブではない。

　　　　Ａクラブにおいてのみ地区・複合役員・委員に就任できる。国際協会・複合・地区会費はＡクラブが支払う。例会出席義務は、Ｂクラブ出席状態の報告によりＡクラブメーク・アップとなり義務を果たす。入会金・会費については両クラブで話し合う。

７・賛助会員　

　　現状においてクラブ正会員として全面的に活動できないが、クラブとその奉仕活
動を支持しクラブを賛助したい地域社会の優れた人物。この会員籍はクラブ理事
会の招請によって与えられる。詳しくは「賛助会員に関する事項」を参照。
1 クラブ委員に就任できるが、クラブ役職、地区・複合・国際協会の役員・委員に就任できない。

2 例会に出席していれば、クラブ事項について投票できるが、各種大会の代議員になる事は出来ない。

3 重要な観念は、いつでもクラブ会合・活動に参加できる。

4 クラブが課す会費を支払わなくてはならない。
5 スポンサーキーの対象となる。又在籍年数・モナークや終身会員の対象になる。

6 会費等、クラブ内規を設定する事。
（２）会員の再入会に関して　

　　グッド・スタンディングで退会したいかなる会員もクラブ理事会の承認を得て再入会することができ、退会前の奉仕の記録を自己の全奉仕記録の一部として保持する。

　　１年間以内の再入会の場合は、クラブ理事会の判断に従って新しいスポンサーにより再入会する事が妥当である。この場合国際協会入会金は免除される。
　　再入会した場合、国際協会に申請する事により従来の奉仕暦が認められる。

　　チャーターメンバーは一度退会しても、元のクラブに再入会すれば奉仕歴維持書式によって国際本部に申請すれば再びチャーターメンバーとなる。他のクラブに入会した場合はチャーターメンバーにならない。

　　３３５－Ａ地区統一見解（１９９７・７）
1 グッド・スタンディングで退会した会員の条件

Ａ、協調性の高い、良識ある会員である事。
Ｂ，会員としての義務を果たしている事。

Ｃ，会費納入状況に問題の無い事。

Ｄ、退会した理由と、その理由に関する経過状況に問題がない事等を参考にする事。

　　②　再入会の手続

　　　　推薦書を国際本部所定の用紙に記載し、会員委員長またはクラブ幹事に提出する。

会員委員長・クラブ幹事は、検討の上理事会に提出し過半数の承認を得る事。
各クラブにおいて新会員招請の手順に従う事。

　　③　入会金
クラブ会則・付則第５条１項により、クラブで定める。

（注）・クラブにおいて、転出・転入の条件を規定している場合はそれに従う。

（３）会員の転籍会員に関して
　　①　本クラブは、他クラブの会員が退会または退会見込みの時、グッド・スタンディングであれば転籍という形で、本クラブへの入会を認める事ができる。　

②  前クラブに対し、退会理由と退会証明、会員の義務履行状況等グッド・スタ  　

ンディングである証明提出を求める事が望ましい。転籍会員用書式・会員カードの提出も必要である。
③  クラブ理事会の承認が必要である。
④　転籍会員の招請条件を規定しているクラブはその規定に従う。
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